
問い合わせ先に各課の直通番号を
記載しています。各総合支所の問
い合わせはこちらです。
七城総合支所　☎0968（25）1000
旭志総合支所　☎0968（37）3111
泗水総合支所　☎0968（38）2112

納
税
相
談
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す

オ
ス
ト
メ
イ
ト
医
師
相
談
会

　
公
益
社
団
法
人
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

会
熊
本
県
支
部
で
は
、
オ
ス
ト
メ
イ
ト

（
人
工
肛
門
、
人
工
膀
胱
造
設
者
）
の

皆
さ
ん
お
よ
び
関
心
の
あ
る
人
を
対
象

に
、
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
（
人
工
肛
門
、
人

工
膀
胱
の
ケ
ア
）
に
つ
い
て
の
医
療
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

と　
き　
７
月
９
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
約
２
時
間

と
こ
ろ

　

山
鹿
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
施
設
内

（
旧
山
鹿
市
立
病
院
）

　
山
鹿
市
山
鹿
５
１
１
番
地

費　
用　
無
料

問
い
合
わ
せ
先　

　
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
熊
本
県
支
部

　
０
９
６
（
３
８
４
）
１
０
１
２

と　
き　
７
月
25
日
（
月
）

　
　
　
　
〜
７
月
29
日
（
金
）

　
　
　
　
午
後
８
時
ま
で

と
こ
ろ　
徴
税
課

※ 

各
総
合
支
所
で
は
開
設
し
て
い
ま
せ

ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　
徴
税
課

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
８

　
菊
池
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
全

体
見
直
し
を
平
成
22
年
度
か
ら
平
成
24

年
度
に
か
け
て
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

見
直
し
は
、
「
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
農
業
の
健

全
な
発
展
を
目
指
し
農
振
農
用
地
の
効

率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
、
10
年
先
を

展
望
し
た
農
業
振
興
の
基
本
計
画
と
な

る
も
の
で
す
。

　
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に
充
て
る

た
め
、
や
む
を
得
ず
農
振
農
用
地
区
域

か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

　
熊
本
県
で
は
、
既
に
亡
く
な
ら
れ
て

い
る
人
に
つ
い
て
の
水
俣
病
被
害
者
救

済
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
亡
く
な
ら
れ
た
人
で
、
「
過
去
の
認

定
審
査
会
の
資
料
、
そ
の
他
公
的
な
診

断
に
よ
る
資
料
」
が
あ
り
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遺
族
の
人
に

チ
ッ
ソ
株
式
会
社
か
ら
一
時
金
が
支
払

わ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※ 

支
給
窓
口
は
一
般
財
団
法
人
水
俣
病

被
害
者
救
済
支
援
財
団
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
環
境
生
活
部
水
俣
病
保
健
課

　
☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
３
０
６

　

豪
雨
な
ど
で
災
害
が
発
生
し
た
場

合
、
国
や
市
の
補
助
事
業
で
復
旧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
庫
災
害
復
旧
事
業

■
対　
象

　
農
地
（
田
・
畑
）
お
よ
び
農
業
用
施

設
（
農
道
や
水
路
な
ど
）
の
う
ち
事
業

費
が
40
万
円
以
上
の
も
の
。

■
基
本
負
担
率

・
農
地
の
場
合

　
地
元
負
担　
40
％

　
国
庫
補
助　
50
％

　
市
補
助　
　
10
％

・
農
業
用
施
設
の
場
合

　
地
元
負
担　
20
％

　
国
庫
補
助　
65
％

や
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
い
制
度

を
利
用
す
る
、
圃
場
整
備
を
行
う
な
ど

農
振
農
用
地
区
域
へ
の
編
入
を
し
た
い

場
合
に
は
、
農
用
地
利
用
計
画
の
変
更

申
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

受
付
期
間　
７
月
１
日
（
金
）

　
　
　
　
　
〜
８
月
26
日
（
金
）

注
意
事
項

　
農
用
地
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

個
別
見
直
し
同
様
農
用
地
区
域
へ
の
編

入
お
よ
び
農
振
除
外
の
要
件
を
全
て
満

た
す
こ
と
な
ど
の
条
件
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
農
林
振
興
課

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
２
１

　
市
補
助　
　
15
％

菊
池
市
小
災
害
復
旧
事
業

　
国
庫
災
害
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

で
、
事
業
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
額

・
農
地
の
場
合

　

１
カ
所
の
工
事
費
が
５
万
円
以
上

10
万
円
以
下
の
も
の
で
、
３
分
の
１
の

額
を
補
助

・
農
業
用
施
設
の
場
合

　

１
カ
所
の
工
事
費
が
５
万
円
以
上

40
万
円
以
下
の
も
の
で
、
２
分
の
１
の

額
を
補
助

共
通
事
項

■
報
告
期
限　
災
害
発
生
後
３
日
以
内

■
報
告
先

　
被
災
箇
所
の
行
政
区
の
区
長

■
報
告
内
容

　
被
災
箇
所
、
被
災
種
別
（
田
・
畑
・

農
道
・
水
路
な
ど
）
被
災
規
模
（
延

長
・
高
さ
・
幅
な
ど
）
、
耕
作
者
名
、

代
表
者
名
、
電
話
番
号

　
報
告
後
、
現
地
確
認
な
ど
を
行
い
、

申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
農
林
整
備
課
農
林
工
務
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
２
２

農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害
復

旧
助
成
事
業
を
利
用
で
き
ま
す

農
振
計
画
全
体
見
直
し

水
俣
病
被
害
者
救
済
の
申
請
受
付

申
請

大雨により被災した農地

菊
池
市
職
員
を
募
集
し
ま
す

き
く
ち
夏
ま
つ
り

浴
衣
コ
ン
テ
ス
ト
参
加
者
募
集
！

市
営
住
宅
中
町
団
地
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

募
集

　
平
成
23
年
度
菊
池
市
職
員
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。

募
集
職
種
・
採
用
予
定
者
数

・
一
般
事
務
（
高
卒
程
度
）
２
人
程
度

・
行
政
（
大
卒
程
度
）　
　
11
人
程
度

受
験
資
格

■
一
般
事
務
（
高
卒
程
度
）

　
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

■
行
政
（
大
卒
程
度
）

・ 

昭
和
57
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
２
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

・ 

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
者
で
次
に
該
当
す
る
者

① 

大
学
を
卒
業
ま
た
は
平
成
24
年
３
月

末
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

② 

菊
池
市
長
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

受
付
期
間　
７
月
25
日
（
月
）
〜
８
月

12
日
（
金
）
（
土
日
を
除
く
）

試
験
日

・
一
次
試
験　
９
月
18
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
県
立
菊
池
高
校

・
二
次
試
験　
10
月
下
旬
予
定

　
　
　
　
　
　
菊
池
市
役
所

申
込
書
の
請
求　
申
込
用
紙
は
、
職
員

課
お
よ
び
各
総
合
支
所
総
務
振
興
課
に

用
意
し
て
い
ま
す
。
電
子
申
請
に
よ
る

申
し
込
み
を
す
る
場
合
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
し
く
は
菊
池
市
役
所
本
庁
お
よ
び

各
総
合
支
所
の
掲
示
板
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
職
員
課
人
事
給
与
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
４

　
「
き
く
ち
夏
ま
つ
り
」
の
新
た
な
企

画
と
し
て
浴
衣
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
し

ま
す
。

　
「
浴
衣
が
似
合
う
こ
と
」
「
自
分
な

り
に
着
こ
な
し
て
い
る
こ
と
」
を
審
査

基
準
と
し
、
た
く
さ
ん
の
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
夏
ま
つ
り
を
一
緒
に

盛
り
上
げ
、
素
敵
な
思
い
出
を
作
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

と　
き　
８
月
６
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
７
時
予
定

応
募
資
格

・
子
ど
も
の
部　

２
歳
〜
小
学
生

・
大
人
の
部　
18
歳
以
上

　
（
高
校
生
不
可
）

応
募
期
限　
７
月
15
日
（
金
）

応
募
方
法　
商
工
観
光
課
ま
た
は
菊
池

市
商
工
会
に
あ
る
応
募
用
紙
に
記
入
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
応
募
先

　
（
社
）
菊
池
青
年
会
議
所
菊
池
白
龍

会
浴
衣
コ
ン
テ
ス
ト
係

　
☎
０
９
６
８
（
23
）
１
１
１
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６
８
（
23
）
１
１
１
５

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

kikuti-jc@
m
tj.biglobe.ne.jp

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

④
税
金
な
ど
の
滞
納
が
無
い
こ
と
。

⑤ 

入
居
申
込
者
お
よ
び
同
居
し
よ
う
と

し
て
い
る
親
族
な
ど
が
暴
力
団
員
で

な
い
こ
と
。

申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

・
入
居
申
込
書
、
住
宅
状
況
申
告
書

（
都
市
整
備
課
住
宅
係
に
あ
り
ま
す
）

・
印
か
ん
（
認
め
印
可
）

・
住
民
票
の
謄
本

・ 

平
成
23
年
度
市
県
民
税
、
課
税
台
帳

記
載
事
項
証
明
書
（
18
歳
以
上
の
同

居
予
定
者
全
員
分
そ
れ
ぞ
れ
必
要
）

・ 

未
納
が
な
い
証
明
書
（
18
歳
以
上
の

同
居
予
定
者
全
員
分
そ
れ
ぞ
れ
必

要
）

※ 

未
納
が
な
い
証
明
書
が
発
行
で
き
な

い
市
町
村
に
お
住
ま
い
の
人
は
平
成

22
年
度
納
税
証
明
書

・ 

年
金
手
帳
や
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
こ
れ
ら

の
写
し

・ 

同
居
予
定
者
が
婚
約
者
の
場
合
は
婚

約
証
明
書

申
込
期
限　
７
月
１
日
（
金
）

　
〜
７
月
15
日
（
金
）
午
後
５
時
必
着

そ
の
他

・ 

申
込
者
多
数
の
場
合
、
抽
選
に
て
入

居
者
を
決
定
し
ま
す
。

・ 

申
込
書
そ
の
他
書
類
な
ど
に
虚
偽
の

申
告
が
あ
っ
た
場
合
は
、
入
居
決
定

を
取
り
消
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
都
市
整
備
課
住
宅
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
４
３

　
中
町
団
地
（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）

の
１
戸
が
空
室
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

入
居
場
所　
菊
池
市
隈
府
86
番
地

　
中
町
団
地
７
Ａ
棟
４
０
２
号

規　
格

　
中
層
耐
５
階
建
て　
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

募
集
戸
数　
１
戸

家　
賃　
５
５
、
０
０
０
円

入
居
資
格

　
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

① 

自
ら
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
必
要

と
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
（
持

ち
家
が
な
い
こ
と
）

② 

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
お
よ
び
婚
約
者
を
含

む
）
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

③ 

入
居
申
込
を
し
た
日
に
お
け
る
月
額

所
得
の
合
計
が
15
万
８
千
円
以
上

48
万
７
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※ 

月
額
所
得
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

は
、
収
入
や
家
族
構
成
を
も
と
に
計

算
し
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
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